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    保育所保育指針の改訂にあたっての保育園看護職からの意見 

2007年8月23日 
 

全国保育園保健師看護師連絡会 
                             
 
今保育所には、産休明けからの乳児保育、障害児の統合保育や病児・病後児保育及び延長・夜間保育、

アレルギー除去食児の対応、一時保育をはじめとした地域子育て支援等々、幅広い多様な機能が求められ、

各地での取り組みが進んでいます。平成1９年度「新しい少子化対策」では、全ての子育て家庭への支援

策として、4ヶ月までの全戸訪問や、病児･病後児保育（保育所自園型）、障害児保育、食環境づくり等の

充実がうたわれるなど、低月齢からの子育て支援や、健康支援活動がますます求められるようになってき

ています。 
今回の保育指針の改訂が、こうした多様な子育て支援業務の広がりを反映し、さらに看護職等も含めた

専任の職員配置など、保育・保健業務の実施にあたっての人的・環境面での裏づけを伴った、実効性のあ

る改訂になるよう期待し、当会として意見を述べたいと考えます。 
 
保育所では入所児童が低月齢である特殊性から、きめ細かい配慮や対応が日々求められます。現行の保

育指針では、保健・医療の知識が求められるこうした領域に、主に嘱託医が指導的役割を果たすよう多く

の項目のなかに盛り込まれています。 
日本保育園保健協議会の会員嘱託医アンケートによると、嘱託医の診療科目では小児･内科医が５３％、

嘱託医の定期来園回数は多くて年5回が47.9％、定期健康診断年2回のみが２４％であるとの調査結果で

した（『保育と保健』第１0巻第２号）。 
来園回数の少なさに加えて、巡回の時間も外来診療の合間であることも多く、子どもたちが寝ている午

後の時間であったりもします。そうしたことから、嘱託医の健診では、そのときの健康状態を診ることが

中心になり、発達障害や疾患をかかえた子どもたちへの保育上の相談等に対して、嘱託医がかかわること

は難しいのが現状です。指針に書かれているような多岐にわたる嘱託医の役割は、日々看護職が保健的視

点で観察し問題点を捉え、嘱託医と連携しながら実際の保育の現場で対応していく事で、より実効性が高

まっていると考えます。 
 
保育所には、今約5千人の看護職が配置されております。1969年及び1977年厚生省通達などで示され

たように、看護職は乳児保育実施に伴って配置されるようになりました。看護職の業務は、30数年たった

今では乳児ばかりでなく、全園児の健康・成長発達の管理、予防接種・感染症把握から衛生管理、疾病や

障害児の療育･医療との連携、保護者･職員に対しての健康教育、食生活や生活習慣づくり等などと広がり、

経験を積み重ねてきています（別紙資料「保育園保健業務の活動領域」参照）。 
このように、専任配置された看護職が今や病児や乳児保育での役割に留まらず、嘱託医とともに入園児

童全体の健康管理をおこなっている実態をも考慮し、さらに地域の健康子育て支援での役割を展望し、よ

り踏み込んだ内容になるよう望みます。 
 
 



中間報告骨子案及び素案を受けての意見 
 
１、保育にかかわる職員・専門職のパートナーシップの発展 

・ 保育ニーズの多様化に伴い、幅広い養護･教育の一体化が求められています。そのためには現行

の保育士と嘱託医の役割だけでなく、看護師･栄養士の配置・役割の明記が必要です。 
・ その他医療・療育・心理などの専門職との、それぞれの専門性を尊重したパートナーシップを発

展させることが保育の質の向上につながると考えます。 
 

２、 第５章「健康と安全」について 
・ 保健活動の全てにおいて、嘱託医とともに看護職の役割が必要と考えます。 
・ 乳幼児の健康･安全に配慮するためには、家庭とは異なり集団保育であるこという視点から、

突発的な対応だけでなく年間を通じた日常業務として、集団保育における感染症の予防対応、

軽度の症状及び体調不良児への対応、事故予防対応を位置付ける事が必要です。 
 
・ 障害のある子どもの保育とあわせ慢性疾患の子どもの保育にも言及が必要と考えます。 

特に近年、アトピー性皮膚炎でのスキンケア、アレルギー除去食対応、喘息など慢性疾患をも

つ子どもの入園も増えています。科学的な根拠のある除去食実施のためには嘱託医の役割と主

治医との連携が必要です。当然保育上の配慮が多く必要となっています。 
 

   ・ 近年、宗教や国籍の違いによる食習慣の違いへの理解と対応が求められることが多くなってい

ます。中には食物アレルギーと混同した理解から特定の食品を排除する家庭も見受けられます。

それぞれの家庭の考えの尊重と子どもの発達や健康上の配慮への言及が必要になっています。 
 

・ 「健康増進」の項では、基本的生活習慣、健康･安全面においても、日常生活の中での清潔等

の生活習慣づくり、科学的根拠をもった健康教育や安全教育が必要になっています。保健・保

育計画に位置づけ、看護職が保育士と連携しながら生活の場面に即して行っております。 
 

・ 「食育の推進」の項では、体調不良、食物アレルギー、障害や疾患のある子どもなどについて

は、栄養士とともに看護師も専門性をいかした対応を実際に行っており、反映されるのが適当

と考えます。 
 
３、 第６章「保護者に対する支援」について 

・ 園児の保護者に対しては保健だよりの発行や保護者会での保健指導を、地域の保護者向けには

保健情報の提供等を行っています。 
・ そのほか、健康相談・育児相談・助言、また疾病や障害を持つ保護者への対応、関係機関との

連携等でも、保健的視点をもつ看護職の役割が求められています。 
 

４、 第７章「職員の資質向上」について 
・ 職員の研修については、保健分野全般、体調不良児の保育の研修等を含めた保健面での充実

を望みます。 
・ 看護職が保育士等に対して、環境衛生管理や軽度な疾病・症状への対応など、必要な保健



知識の伝達を実際の保育現場で行っています。こうした実践的な研修も職員研修として有

効性があると思われます。 
 
 
今後の課題 

発育が未熟で抵抗力も弱い乳幼児が集団で、しかも長時間保育の現状の中では、学童の感染予防対応

を中心とした学校保健法の適応だけでなく、個々の療養効果の面からの登園基準づくり、またアレルギ

ー除去食への対応や薬の扱い等、保育所と嘱託医・主治医など地域の医療機関との連携が必要な場合が

多くなっています。 
さらに、現状の保育水準を引き上げ、個々と集団の健康管理を実効あるものに発展させるためには、

児童福祉施設最低基準の改訂をはじめ、以下のような課題改善に向けた取り組みが必要と思われます。 
 
１、保育ニーズの多様化を背景に、子どもたちの心身共の健康を図るためには、 

・保育所の職員の最低基準に看護職と栄養士の配置を位置づけることを望みたい。 
・入所児の健康診断については乳幼児の健全な発育・発達の経過を診ることができる健診の内

容と回数を望みたい。 
 

２、一人一人の子どもの欲求を受け止め、安全で安心できる保育環境を整えるには 
クラスの規模、室内・園庭の広さ、職員配置基準等の抜本的な見直しを望みたい。 
 

３、 家族が健康に過ごすためにも、保護者の就労と家庭生活の両立支援を以下のように望みたい。 
①父母ともに育児休暇取得率の大幅な向上に向けた取り組み 
②子どもの病気時の休暇は、父母ともに取得できるような職場環境の整備 
③子育て中の保護者の短時間就労の確保 

 



職員教育・連携

１.保健だより・掲示・保護者会・面談その他
保護者との連携
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ク 保健センターとの
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医療・療育機関との
連携

１．発育・発達面で必要がある場合
２.育児困難や虐待が疑われる場合その他

１.園内外（公園など）の環境の整備及び安全点検
２.発達に即した遊具の確認
３.応急処置・災害時対応
４.SIDS・昼寝中の観察と環境設定

１.園舎内外の環境整備と衛生
２.食中毒および感染の予防・早期発見
３.小動物の飼育などの衛生

衛生管理

１.健康習慣・からだづくり
２.健康教育活動
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健康教育

健康状態の把握
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１.個々の健康・発育発達の把握
２.基本的欲求（授乳・食事・睡眠・排泄）への適切な対
応
３ 情緒の安定

１.新入園児健康診断・春秋健康診断・その他検診
　（保護者・嘱託医と連携、準備、事後処理）
２.予防接種・感染症罹患状況の把握、その他健康情報
　　の収集分析

１.登録者の面接、健康チェック
２.一時保育の健康観察
３.病後児健康観察

保育園保健業務の活動領域

小学校・市町村・自治
体との連携

健康管理

 疾病などのケア　　

事故防止
安全対策

１.疾患の早期発見・救急法などの講習
２.衛生管理及び対応での指導と連携
３.職員個々の健康管理への指導

１．医療や療育を受けている児の保育上必要がある時

１.病児・回復期児の対応
２.傷害児の対応
３.障害児の対応

資料６－１

全国保育園保健師看護師連絡会　　２００５年１２月作成
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体験保育･園庭開放 １.健康面での応対・援助

育児講座・子育て
相談

１.保健面の指導・健康教育
２.電話や体験保育などでの育児相談

緊急一時・一時保育
病後児保育

保育体験・保育実習
ボランティア

１.小・中・高校生の保育実習や見学受け入れ時での対応
２.ボランティアやアルバイトへの保健指導
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１、2006 年度の一年間の月別病気欠席日数（Ａ保育園）                   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

＊一年間の感染症発生状況を月別・クラス別に集計しました。 

２、200６年度 クラス別病気欠席平均日数 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

＊ 一年間の病気欠席平均日数をクラス別に表しました。 

＊ 免疫力･抵抗力の弱い 0 歳･1 歳の乳児の欠席日数が多くなっています。 

 

３、体調不良による早退状況（Ｈ１９年 8 月 1～10 日）    （4 園合計集計） 

クラ

ス 

園児

数 

早退人

数 
お迎えまでに要した時間 症状（発熱） 

      
30 分 

以内 

60 分 

以内 

90 分 

以内 

１２０分 

以内 

３～５ 

時間 
３7.8℃

38.0 以

上 

その他の 

症状 

0 歳 36 7 3 1 2 1   1 6 ３９．４～４０℃と上昇 

1 歳 55 16 4 4 3 ４ 1 1 15 38.8℃と嘔吐・下痢 

2 歳 64 6   1 1 2 2   6 熱・発疹･咽頭痛 

3 歳 75 5 1   2   2 1 4 39.2℃と上昇 

4 歳 75 10 1 2 2 3 2 1 9 39～40℃と上昇 

5 歳 76 2     2       2   

合

計 
381 46 9 8 12 10 7 4 42   

 
＊体調不良による早退人数とお迎えまでに要した時間を集計しま

た。（全体園児数の１２％であるが、0～1 歳では１４．２％である） 
   

 
＊その他の所では、お迎えまでの熱の上昇や症状の変化を記載し

ています。（診断名は夏かぜや胃腸炎など） 
   

 

 

 

資料６－２ 

2006年クラ ス別１人平均病欠日数
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